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羽村市教育委員会では、「スポーツ指導者の育成」について、指導者の資質向上

などを目的とした講習会を行い、受講者をスポーツリーダーとして認定・登録する制

度を平成 20 年度から開始しました。 

スポーツ団体指導者やリーダーの皆さんは、ぜひ受講していただき今後の活動

に役立ててください。また、スポーツや健康・食事に関心のある方も、参加していた

だき、御自身の健康管理やトレーニングにお役立てください。 

受講にあたっては、前提となる知識や経験は必要ありません。 

 

※令和 2 年度は、すべての講習会を中止としたことから、「受講記録の有効期

間・認定証の有効期間」に令和 2 年度は含みません。 

 

1．スポーツリーダー養成講習会 

 

（１）　日  程      令和 6 年 1 月 13 日(土)・1 月 20 日(土)･1 月 28 日(日) 

　　　　　　　　　　   ※1 科目のみ参加可能 

（２）　会場・内容　　別表プログラムのとおり　（4 ページをご覧ください） 

（３）　対  象　　   20 歳以上の方 

（４）　費  用　　   無　料 

（５）　持ち物      筆記用具、 

動きやすい服装（1 月 20 日（土）、1 月 28 日（日）） 

※室内履きは必要ありません。 

（６）　認定証　　   全 6 科目すべて受講した方に交付いたします。 

認定証の有効期間は、3 年後の年度末までです。 

※　本年度（今回）、全 6 科目すべて受講できなくても、最初（初年度）に受講

した記録は、3 年間有効です。令和 8 年度までに全 6 科目を受講した方には、

認定証を交付し、スポーツリーダーとして登録します。 

 

羽村市教育委員会認定 

羽村市スポーツリーダー養成講習会のご案内
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更新対象の方は、『２.スポーツリーダー認定証更新対象者」を、令和元・3・4 年度に受講申

し込みをして、全 6 科目の受講が終了していない方は、『３. 全 6 科目の講習が終了してい

ない方』を、ご覧ください。 

 

2．スポーツリーダー認定証更新対象者 

令和元年度にスポーツリーダーに認定・更新された方が対象です。更新

希望の方は、参加してください。 
 

（１）内  容　　　　　　別表プログラム（4 ページ）全 6 科目のうち、2 科目の受

講が必要です。 

　　　　　　　　　　　　 ※2科目の選択は自由で、同日の科目でなくても構いません。 

（２）更新費　　　　　 無料 

（３）認定証　　　　　 2 科目受講された方に交付します。認定証の有効期間

は 3 年後の令和 8 年度までです。 

 

3．全 6 科目の講習が終了していない方 

【令和元年度申請の方】 

令和元年度で受講した記録は、令和 5 年度まで有効となるので、残りの

科目を受講してください。本年度（今回）中に全 6 科目の受講を完了しない

場合は、すべての受講記録は無効になります。 

【令和 3 年度申請の方】 

令和元年度で受講した記録は、令和 6 年度まで有効ですので、残りの科

目を受講してください。本年度（今回）中に、全 6 科目すべてを受講できな

かったとしても、令和 6 年度までは受講した記録が有効となります。令和 6

年度までに全 6 科目を受講した方には認定証を交付し、スポーツリーダー

として登録いたします。ただし、令和 6 年度までに全 6 科目の受講を完了し

ない場合は、すべての受講記録は無効になります。 
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【令和 4 年度申請の方】 

令和 4 年度で受講した記録は、令和 7 年度まで有効ですので、残りの

科目を受講してください。本年度（今回）中に、全 6 科目すべてを受講でき

なかったとしても、令和 7 年度までは受講した記録が有効となります。令

和 7 年度までに全 6 科目を受講した方には認定証を交付し、スポーツリー

ダーとして登録いたします。ただし、令和７年度までに全 6 科目の受講を

完了しない場合は、すべての受講記録は無効になります。 

4．協力 

特定非営利活動法人羽村市体育協会、羽村市少年野球連盟 

（一社）はむら総合型スポーツクラブはむすぽ 
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５.プログラム 

 

※　1 科目だけの受講も可能です。 

※　更新の方は、6 科目のうち、2 科目選択して、受講すると更新となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 期　　日 時　　間 会　　場 テ　―　マ 講　　　師

 

令和 6 年 

1 月 13 日 

（土）

午後 1 時 30 分 

～2 時 45

分

 

 

プリモホール

ゆとろぎ 

小ホール 

 

① 羽村市のスポーツ推進と 

スポーツリーダーの役割

日本ウェルネススポーツ大学講師 

(非常勤) 

羽村市スポーツ推進審議会　副会長 

　　　堀　松　英　紀　先生

 
午後 3 時００分 

～４時 0 0 分 

 

② スポーツとメンタルヘルス

山野美容芸術短期大学教授 

保健学博士、日本体力医学会評議員 

羽村市スポーツ推進審議会委員 

永　松　俊　哉　先生

 

令和 6 年 

1 月 20 日 

（土）

午後 1 時 30 分 

～3 時 30 分 

S&D スポーツ

アリーナ羽村

会議室

③ スポーツ事故、体罰 

ハラスメントについて

国士舘大学法学部客員教授 

スポーツ政策創造研究所  

代表　鈴　木　知　幸　先生 

 
午後 3 時 45 分 

～5 時 15 分 

S&D スポーツ

アリーナ羽村

会議室及び 

第 3 ホール

④ ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ ・    

クーリングダウンの指導法

及び指導ポイント

(公益財団法人)日本スポーツ協会 

公認スポーツ指導者　 

スポーツプログラマー 

　　　山　木　健　司　先生

  

 

令和 6 年 

1 月 28 日

（日） 

午後 1 時 00 分 

～2 時 30 分 

S&D スポーツ

アリーナ羽村

会議室

⑤ スポーツ栄養学の基礎

城西大学薬学部　助教 

医学博士　管理栄養士 

　　　矢　島　克　彦　先生

 
午後 2 時 45 分 

～4 時 45 分 

S&D スポーツ

アリーナ羽村

第 3 ホール

⑥ 心肺蘇生法(CPR) 

「講義・実習」 

―ＡＥＤ使用法含むー 

国士舘大学　防災・救急救助研究所 

 

救　急　救　命　士
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６．申込み・問合せ 

それぞれ、申請書等に必要事項を御記入の上、ファクス、E メールまたは直接、Ｓ＆Ｄスポーツア

リーナ羽村(スポーツセンター)窓口へ 

【更新の方（令和元年度認定・更新）】 

羽村市スポーツリーダー認定更新申請書と受講予定科目調査票 

【それ以外の方】 

羽村市スポーツリーダー認定申請書と受講予定科目調査票 

受付期間 

令和 5 年 12 月 5 日（火）　～12 月 23 日（土）まで 

 

羽村市教育委員会　生涯学習部スポーツ推進課 

　（Ｓ＆Ｄスポーツアリーナ羽村(スポーツセンター)内） 

〒205－0016　羽村市羽加美 1-29-5 

電　話　：　042-555-0033 

F A X　：　042-554-9974 

　　　 　　　メール　：　s705005@city.hamura.tokyo.jp 

※受付時間は午前 9 時～午後 5 時（月曜日休館）です 

 
注意事項 

① 受講記録の有効期間・認定証の有効期間は、交付を受けた日から 3 年後

の令和 8 年度末までです。 

（※ただし、令和 2 年度はすべての講習会を中止としたことから、有効期

間に令和 2 年度は含みません） 

② 認定を受けたあと、氏名・住所等に変更があった場合は、教育委員会 生

涯学習部スポーツ推進課【Ｓ＆Ｄスポーツアリーナ羽村(スポーツセンタ

ー)内】に御連絡ください。 

③ 認定証の交付を受けた方が、スポーツリーダーとしてふさわしくない行為

があった場合、認定を取り消す場合がありますので、御注意ください。 

mailto:s705005@city.hamura.tokyo.jp

